




 
 

Ａ 調査研究費 

１ 使途基準  

 会派又は議員が行う区の事務、地方行財政に関する調査研究及び調査委託

に要する経費並びに先進都市視察に要する経費 

 

２ 使途基準細目  

(１)支出対象経費 
先進都市等視察のための訪問に要する宿泊費等の経費、調査委託費等 
ア 視察に要した経費、氏名、視察先、視察事項等は、近接地外に当た 
る場合は「政務活動費支払計算書Ⅰ」に記載し、近接地の場合は「政 
務活動費支払計算書Ⅱ」に記載し、領収書を添付した支払調書と併せ 
て提出すること。 

イ 旅費の種類については、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例に定めるものとし、その額は、葛飾区長等の給与等に関

する条例に定める副区長相当額とする。また、視察等に自家用車（レ

ンタカーを含む。）を利用した場合は、ガソリン代、有料道路料金等の

移動に伴って生じた経費全額を充当することができる。 
ウ 議員以外の者の出張に要する経費の計上は、政務活動を行うために 
雇用されている者に限る。 

エ キャンセル料は、他の公務の発生や親族等の葬祭等、やむを得ない 
事情のある場合のみ認める。 

オ 出席者負担金や会費は、懇親会費と明確に区分できるものに限り認 
める。 

カ 調査委託料は、外部に委託したものに限る。 
キ 調査委託をした場合には、成果物の現物を提出すること。 

(２)支出できない経費 
ア 政治活動に当たる「政治団体が主催する視察」等の参加に要する経費 
イ 視察先等での飲酒、懇親会代 
ウ 会派内の議員が生計を一にする同居の親族、会派が雇用する補助員へ 
の調査委託経費 
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Ⅱ 領収書等の取扱いについて 

１ 領収書について 

(1)  日付、金額、内訳及び発行者の住所・氏名の記載及び押印があること。ただし、議員

本人発行の領収書は、認めない。 

(2)  あて先は、会派交付分は会派名、議員交付分は議員氏名の記載を原則とする。 

(3)  金額、発行者の氏名及び領収日は、訂正不可とする。 

(4)  内訳欄は「品代」の記載ではなく、品名、単価、数量又はサービス内容、委託内容等

の具体的な記載があること。記載がない場合は、「支払調書」に補記すること。 

(5)  各種団体が主催する会合の領収書には、招待状や案内状等を併せて提出すること。 

(6)  消費税を除いて５万円（消費税額等が区分表示されていない場合等は税込み金額が５

万円）以上の支出の場合は、収入印紙の貼付と消印の押印又は署名があること（印紙

税法上、貼付を要しないものを除く。）。  

  (7) 領収書は、原本を提出すること。ただし、提出することが困難な場合は、原本を添付 

してコピーを提出すること（原本は確認後、返却する。）。 

２ 領収書以外の書類を「領収書」として取り扱うことができるもの 

(1)レシート  

日付、発行者及び金額の記載があるものについては、領収書として取り扱うことができ

る。レシートに品目が具体的に記載されていない場合は、「支払調書」に具体的に補記

すること。保存年限内（５年）にレシートが劣化して金額等が不鮮明になる可能性があ

る場合（感熱紙等）は、コピーしたものを同時に添付すること。 

(2)銀行の振込金受取書・ＡＴＭ利用明細書(票)・郵便局振込票兼領収書  

日付、依頼人（会派又は議員名）、受取人及び金額の記載があるものは、領収書に代え

ることができる。その場合は、「支払調書」に具体的な内容を記載する。  

(3)銀行等の口座振替  

コピー機のリース契約等、口座振替により支払いを行い、領収書が発行されない場合は、

預金通帳の写しを領収書の替わりに添付することができる。この場合は、口座名を確認

することができる通帳のページの写し（該当箇所以外はマスキング可）と、支出内容が

確認できる書類の写し（請求書・支払明細書等）を添付すること。 

(4)支払証明書  

領収書を徴することができない経費（公共交通機関等）の場合は、その経費を要した事

項についての内訳・金額等を記載し、会派の代表者又は交付対象議員が押印し、領収書

に替わる書類として議長に提出する。 

(5)カード明細 

   カード決済については領収書やレシートが発行されない場合は、カード会社が発行する 

  利用明細書を証拠書類とすることができる。支出品目が確認できない場合には、支出内 

  容が確認できる書類の写し（請求書・支払明細書等）を添付すること。なお、利用明細 

書は電子データ等の写しの添付も可とする。 

(6)その他 

見学料・入場料等領収書を徴することができないものについては、入場券・半券等を証

拠書類とすることができる。 





２ 提出期限 

  

毎年４月２０日（厳守） 
※ 飾区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第２項 

〇内容点検に時間を要するため、早期提出にご協力願います。 
（参考） 
  〇会派の解散時（会派の解散があった日から３０日以内に提出）  

※ 飾区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第３項 
 〇議員を辞職した場合（議員でなくなった日から３０日以内に提出） 

 ※ 飾区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条第４項） 
 

 
 
３ 留意事項 

 
(１) 支払調書に添付する領収書は、日付、内訳及び発行者の住所・氏名の記 

載及び押印があること。 
(２) 領収書は、重ならないように添付すること。枚数が多い場合には、別紙 

に添付すること。 
 (３) 按分計上する場合は、支払調書に計算式も記載すること。 
 (４) 携帯電話等を２台以上所有している場合は、すべての領収書が必要 
 (５) 駐車場の経費は、領収書の添付のほか、支払調書に目的内容を補記する 

こと。 
 (６) 主な償却資産の耐用年数具体例 
  〈 〉の中の数字は耐用年数 
  事務机〈15〉、椅子〈15〉、応接セット〈8〉、キャビネット〈15〉、ロッカー 
  〈15〉、金庫〈20〉、コピー機〈5〉、エアコン〈6〉、パソコン〈4〉、電話機 
  〈6〉、ファクシミリ〈5〉、パーテーション〈15 又は 3〉、テーブル〈5〉、椅 
   子〈6〉 
 (７) 政務活動費収支報告書は、５年間保存すること。 

※ 飾区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 第４条 
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